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Ⅰ．基本的考え方

【総合政策局の役割】

・国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整備や

交通政策の推進等を担う国土交通行政は、国民の日常生活や経済活動にとって

欠くことのできないものであり、総合政策局は、こうした国土交通行政に係る

総合的かつ基本的な施策の企画・立案等を推進している。

【時代認識を持った対応】

・我が国を取り巻く社会経済環境は、本格的な人口減少・高齢化社会の到来、地

球環境問題の深刻化、急速な経済のグローバル化、環境や景観の重視など、大

きく変化している。これらの変化に対応して、

○成長力の強化

○安全・安心で豊かな社会づくり

○地球環境時代に対応したくらしづくり

等を実現していくことが求められている。

【平成２１年度予算の重点項目】

・こうした状況を踏まえ、平成２１年度総合政策局関係予算については、これら

の課題のうち緊急かつ計画的な対応を要する下記の事項について重点的に推進

する。

（１）地域の自立・活性化

（２）建設業の活力の回復と生産性の向上

（３）物流の効率化

（４）生活者の視点に立った安心施策の展開

（５）安全・安心な地域づくり

（６）海洋立国の推進

（７）温暖化対策や健全な国土に向けた取組

（８）環境を優先した選択の支援・促進

（９）地球環境時代の技術開発・国際貢献

総合政策局関係予算額

行政経費 １１６億円（対前年度比：１．１０倍）
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Ⅱ．平成２１年度総合政策局関係予算総括表

（単位：百万円）

国　　　　　費

21 年 度 前 年 度 対前年度

予 算 額 予 算 額 倍　　率

(A) (B) (A/B)

　 １．主要事項 7,267 6,017 1.21 

　　　（１）成長力の強化 6,374 4,996 1.28 

　　　①地域の自立・活性化 4,849 3,641 1.33 

　　　②建設業の活力の回復と生産性の向上 1,220 1,203 1.01 

　　　③物流の効率化 305 152 2.01 

　　　（２）安全・安心で豊かな社会づくり 430 425 1.01 

　　　①生活者の視点に立った安心施策の展開 199 200 1.00 

　　　②安全・安心な地域づくり 157 172 0.91 

　　　③海洋立国の推進 74 53 1.40 

　　　（３）地球環境時代に対応したくらしづくり 463 596 0.78 

　　　①温暖化対策や健全な国土に向けた取組 41 57 0.72 

　　　②環境を優先した選択の支援・促進 80 119 0.67 

　　　③地球環境時代の技術開発・国際貢献 342 420 0.81 

　 ２．その他の行政経費 4,344 4,573 0.95 

　　　　合　　　　　　　計 11,611 10,590 1.10 
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【主要事項の内訳】
（単位：百万円）

国 　　　　費
21 年 度 前 年 度 対前年度
予 算 額 予 算 額 倍 　率

(A) (B) (A/B)

　 １．主要事項 7,267 6,017 1.21 

（１）成長力の強化 6,374 4,996 1.28 

①地域の自立・活性化 4,849 3,641 1.33 
・地域公共交通の活性化・再生総合事業の拡充 4,400 3,000 1.47 

・生活圏（定住自立圏）形成の推進 13 0 - 

・次世代地域公共交通システムに関する技術開発 30 33 0.91 

・アジア域内におけるＩＣ乗車券等の国際相互利用化の推進 35 29 1.21 

②建設業の活力の回復と生産性の向上 1,220 1,203 1.01 
・建設業経営支援緊急対策 532 0 - 

・地方公共団体における入札契約の生産性の向上 94 82 1.15 

・入札・履行ボンド電子化等の機能のあり方に係る調査検討 73 0 - 

・建設業元請下請等適正化支援窓口（仮称）の設置 60 0 - 

・ＩＣＴを活用した建設生産システムの普及促進 30 0 - 

・地域の建設業界と工業高校等が連携した将来の人材育成の強化 16 18 0.89 

・建設業における技能移転のための調査検討 30 0 - 

・我が国建設業の国際競争力の強化 105 83 1.27 

・官民連携による我が国建設技術の海外展開支援事業 9 0 - 

③物流の効率化 305 152 2.01 
・多様な関係者の連携による物流効率化推進事業 121 0 - 

・我が国の技術・経験を活かした人流・物流サービスの整備支援 107 0 - 

（２）安全・安心で豊かな社会づくり 430 425 1.01 

①生活者の視点に立った安心施策の展開 199 200 1.00 
・既存住宅ストックの流通市場の環境整備に関するモデル取引調査 43 0 - 

・消費者への不動産関連知識の普及・啓発のための環境整備の推進 6 0 - 

・公共交通における事故発生時の被害者支援のあり方についての調査研究 25 0 - 

・バリアフリー新法に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の推進 60 88 0.68 

②安全・安心な地域づくり 157 172 0.91 
・ストック型社会における社会資本の整備・維持管理・更新のあり方に関
　する調査検討

27 0 - 

・運輸安全マネジメント制度の充実・強化 44 47 0.94 

③海洋立国の推進 74 53 1.40 
・海洋管理のための離島施策の新たな展開 8 8 1.00 

・海洋汚染防止のための予防的な対策の充実強化 7 0 - 

・ふくそう海域での事故半減をめざすＩＣＴを活用した新たな安全システ
　ムの構築

28 0 - 

（３）地球環境時代に対応したくらしづくり 463 596 0.78 

①温暖化対策や健全な国土に向けた取組 41 57 0.72 
・環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）モデル事業の分析及び有効性の検証
　に係る調査

7 0 - 

・自然と共生する社会資本の形成促進 7 0 - 

②環境を優先した選択の支援・促進 80 119 0.67 
・温室効果ガス削減に関する新たな環境事業モデルの調査検討 22 0 - 

・建設機械施工における環境保全対策の推進 19 0 - 

・建設分野における循環型社会の形成推進 28 0 - 

③地球環境時代の技術開発・国際貢献 342 420 0.81 
・重点的な建設援助の推進 104 115 0.90 

・気候変動・グローバルマッピングパートナーシップ事業 19 13 1.46 

・交通分野における地球環境・エネルギー対策に関する国際連携の強化 50 0 - 

・アジア諸国における交通グリーン化推進事業 38 39 0.97 

　 ２．その他の行政経費 4,344 4,573 0.95 

　　　　合　　　　　　　計 11,611 10,590 1.10 
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Ⅲ．主要事項

１．成長力の強化

（１）地域の自立・活性化

○地域公共交通の活性化・再生総合事業の拡充【拡充】

○生活圏（定住自立圏）形成の推進【新規】

○次世代地域公共交通システムに関する技術開発【継続】

○アジア域内におけるＩＣ乗車券等の国際相互利用化の推進【拡充】

（２）建設業の活力の回復と生産性の向上

○建設業経営支援緊急対策【新規】

○地方公共団体における入札契約の生産性の向上【拡充】

○入札・履行ボンド電子化等の機能のあり方に係る調査検討【新規】

○建設業元請下請等適正化支援窓口（仮称）の設置【新規】

○ＩＣＴを活用した建設生産システムの普及促進【新規】

【 】○地域の建設業界と工業高校等が連携した将来の人材育成の強化 継続

○建設業における技能移転のための調査検討【新規】

○我が国建設業の国際競争力の強化【拡充】

○官民連携による我が国建設技術の海外展開支援事業【新規】

（３）物流の効率化

○多様な関係者の連携による物流効率化推進事業【新規】

【 】○我が国の技術・経験を活かした人流・物流サービスの整備支援 新規

２．安全・安心で豊かな社会づくり

（１）生活者の視点に立った安心施策の展開

○既存住宅ストックの流通市場の環境整備に関するモデル取引調査

【新規】

○消費者への不動産関連知識の普及・啓発のための環境整備の推進

【新規】

○公共交通における事故発生時の被害者支援のあり方についての調査研

究【新規】

○バリアフリー新法に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の推進

【継続】
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（２）安全・安心な地域づくり

○ストック型社会における社会資本の整備・維持管理・更新のあり方に

関する調査検討【新規】

○運輸安全マネジメント制度の充実・強化【継続】

（３）海洋立国の推進

○海洋管理のための離島施策の新たな展開【継続】

○海洋汚染防止のための予防的な対策の充実強化【新規】

○ふくそう海域での事故半減をめざすＩＣＴを活用した新たな安全シス

テムの構築【新規】

３．地球環境時代に対応したくらしづくり

（１）温暖化対策や健全な国土に向けた取組

○環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）モデル事業の分析及び有効性の検

証に係る調査【新規】

○自然と共生する社会資本の形成促進【新規】

（２）環境を優先した選択の支援・促進

○温室効果ガス削減に関する新たな環境事業モデルの調査検討【新規】

○建設機械施工における環境保全対策の推進【新規】

○建設分野における循環型社会の形成推進【新規】

（３）地球環境時代の技術開発・国際貢献

○重点的な建設援助の推進【拡充】

○気候変動・グローバルマッピングパートナーシップ事業【拡充】

○交通分野における地球環境・エネルギー対策に関する国際連携の強化

【新規】

○アジア諸国における交通グリーン化推進事業【継続】

◇建設機械整備事業

○建設機械施工の高度化推進
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１．成長力の強化

（１）地域の自立・活性化

○ 地域公共交通の活性化・再生総合事業の拡充【拡充】

（ ）交通計画課

予算額 ４，４００百万円

・地域公共交通活性化・再生法の趣旨に基づき、関係自治体、交通事業者、

住民その他地域の関係者が連携して、自主的・積極的に取り組む地域を重

点的に支援を行う「地域公共交通活性化・再生総合事業」について、調査

事業の実施段階への移行や新規事業への対応、補助対象の拡大等のため、

事業の拡充を図る。

＜内 容＞

・地域公共交通を巡る情勢は厳しさを増していることを踏まえ、平成１９年

、 、１０月より施行されている地域公共交通活性化・再生法を活用して 鉄道

コミュニティバス・乗合タクシー、旅客船等多様な地域公共交通の活性化 ・

再生に取り組む地域の法定協議会に対し、パッケージで一括支援する「地

域公共交通活性化・再生総合事業」を拡充することにより地域の創意工夫

ある自主的な取り組みを積極的に支援する。
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○ 生活圏（定住自立圏）形成の推進【新規】

（事業総括調整官）

予算額 １３百万円

・少子・高齢化、地方圏からの人口流出、地域経済の低迷等の中で、地域の

活力の維持と豊かな住民生活を実現するため、基本方針２００８の「定住自

立圏構想」をプラットフォームとした生活圏（定住自立圏）の形成を図る。

生活機能の集積した地域とその周辺地域を「生活の場」としてとらえ、行政

区域を越えた市町村の機能分担・連携による、地域の自立的で持続可能な地

域経営が可能となるよう、調査・計画手法の提示等の支援を行う。

＜内 容＞

・地方公共団体が生活圏（定住自立圏）の将来像を検討・構想するに当たっ

て考慮すべき、圏域の捉え方、医療、消費、教育、交通等の生活機能の市町

村間の役割分担、生活圏域内でのネットワーク、それらを支える社会資本の

整備・維持管理といった論点に関する基本的考え方についてモデル圏域にお

ける実態調査等を踏まえた検討を行い、生活圏（定住自立圏）形成を支える

社会資本整備のあり方やその評価方法等をとりまとめ、提示する。

生活圏（定住自立圏）形成推進経費生活圏（定住自立圏）形成推進経費

■定住自立圏制度と連携した国の支援制度の構築
■生活圏（定住自立圏）形成を支える社会資本整備のあり方の提示
■生活圏（定住自立圏）における社会資本整備のための評価項目等の提示
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・我が国は、かつてない人口減少と少子高齢化に直面
・大都市圏やブロック中心都市へ若年層が移動する一方で、生活する上での条
件が厳しくなる地区が増加するなど、よりよい国土を次世代へ継承することが
困難な状況
・地域の人々の日常生活（雇用、教育、医療、福祉、買い物、文化、交流など）は、
市町村の行政区域を越えている。
・地域主体による、地域の特性を活かした、安全で快適な生活空間の形成
・アジア諸国など、地域のマーケットの国際化が進展

生活圏（定住自立圏）の形成
○生活機能の集積した地域とその周辺地域を含めた地域を「生活の場」ととら
え、生活圏域を形成。
○生活圏における生活機能の役割分担とネットワーク化により、インフラの一
体化を図り、生活機能の再配置も含めた効率的な整備、維持、更新を目指す。

福田総理 施政方針演説（H20.1）
「地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに、生活に必要な機能を確保し、
人口の流出を食い止める方策を進めていく」

骨太２００８（H20.7）
「中心市と周辺市町村が協定により役割分担する「定住自立圏構想」の
実現に向けて、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活に必要な機
能を確保し人口の流出を食い止める方策を、各府省連携して講ずる」

生活圏（定住自立圏）形成推進経費生活圏（定住自立圏）形成推進経費

■定住自立圏制度と連携した国の支援制度の構築
■生活圏（定住自立圏）形成を支える社会資本整備のあり方の提示
■生活圏（定住自立圏）における社会資本整備のための評価項目等の提示
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生
活
機
能

生
活
機
能

・我が国は、かつてない人口減少と少子高齢化に直面
・大都市圏やブロック中心都市へ若年層が移動する一方で、生活する上での条
件が厳しくなる地区が増加するなど、よりよい国土を次世代へ継承することが
困難な状況
・地域の人々の日常生活（雇用、教育、医療、福祉、買い物、文化、交流など）は、
市町村の行政区域を越えている。
・地域主体による、地域の特性を活かした、安全で快適な生活空間の形成
・アジア諸国など、地域のマーケットの国際化が進展

生活圏（定住自立圏）の形成
○生活機能の集積した地域とその周辺地域を含めた地域を「生活の場」ととら
え、生活圏域を形成。
○生活圏における生活機能の役割分担とネットワーク化により、インフラの一
体化を図り、生活機能の再配置も含めた効率的な整備、維持、更新を目指す。

福田総理 施政方針演説（H20.1）
「地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに、生活に必要な機能を確保し、
人口の流出を食い止める方策を進めていく」

骨太２００８（H20.7）
「中心市と周辺市町村が協定により役割分担する「定住自立圏構想」の
実現に向けて、地方都市と周辺地域を含む圏域ごとに生活に必要な機
能を確保し人口の流出を食い止める方策を、各府省連携して講ずる」



- 8 -

○ 次世代地域公共交通システムに関する技術開発【継続】

（技術安全課）

予算額 ３０百万円

低コストで輸送需要に柔軟に対応できる新たな公共交通システムを確立・

、 、 、 。し 公共交通の利用の促進 環境問題への対応 交通渋滞の縮小等を図る

＜内 容＞

・バスの機動性・経済性と次世代型路面電車（ＬＲＴ）の定時性・速達性を

有し、軌道設備、架線設備等を要しない「次世代地域公共交通システム」

の技術開発を行う。

①低コスト化を図るための技術開発
②車両の省エネ化・快適性を図るための技術開発
③車両の単体運行と連結運行の自動化を図るための技術開発
④一般道と磁気誘導路の双方を走ることができる車両の技術開発

次世代地域公共交通システム

開発した交通システムの導入

・低コストで輸送需要に柔軟に対応できるシステムの確立
・公共交通の利用の促進、環境問題への対応、交通渋滞の縮小 等

効 果

磁
気
誘
導
案
内

磁気マーカー

一般道 併用軌道

④デュアルモード化

整備費用等の低減
省力化

①レール不要・架線レス①レール不要・架線レス

環境負荷の軽減
バリアフリー 輸送需要への柔軟な対応

③自動連結・分離可能③自動連結・分離可能
ホイルインモーターホイルインモーター
ハイブリッドエンジンハイブリッドエンジン

②②

①低コスト化を図るための技術開発
②車両の省エネ化・快適性を図るための技術開発
③車両の単体運行と連結運行の自動化を図るための技術開発
④一般道と磁気誘導路の双方を走ることができる車両の技術開発

次世代地域公共交通システム

開発した交通システムの導入

・低コストで輸送需要に柔軟に対応できるシステムの確立
・公共交通の利用の促進、環境問題への対応、交通渋滞の縮小 等

効 果

磁
気
誘
導
案
内

磁気マーカー

一般道一般道 併用軌道併用軌道

④デュアルモード化

整備費用等の低減
省力化

①レール不要・架線レス①レール不要・架線レス

環境負荷の軽減
バリアフリー 輸送需要への柔軟な対応

③自動連結・分離可能③自動連結・分離可能
ホイルインモーターホイルインモーター
ハイブリッドエンジンハイブリッドエンジン

②②
ホイルインモーターホイルインモーター
ハイブリッドエンジンハイブリッドエンジン

②②
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○ アジア域内におけるＩＣ乗車券等の国際相互利用化の推進【拡充】

（ ）情報政策課企画室

予算額 ３５百万円

・アジア各都市の交通機関を１枚のＩＣ乗車券等で利用できるようにするこ

とにより、ＩＣ乗車券等の国際相互利用を促進し、訪日外国人旅行者及び

アジアへの日本人旅行者の利便性の向上を図る。

＜内 容＞

・アジア各国の交通事業者等によって発行されるＩＣ乗車券等の国際相互利

用等の促進により、国際観光客及び国際ビジネス客の都市内移動の円滑化

を図り、アジア域内の人的交流及び経済交流の拡大を図る。具体的な取り

組みとして、内外の関係者間での合意形成をさらに進めるとともに、実現

に向けた実証実験を実施する。
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（２）建設業の活力の回復と生産性の向上

・建設業は、建設投資の急速かつ大幅な減少、ダンピング等による価格競争

、 、の激化 金融機関の融資姿勢の厳格化といった課題に直面しているとともに

昨今の不動産業の業況悪化などの影響も受けている。特に、昨年は、多くの

雇用を維持してきた地域の有力な建設会社の倒産が相次ぐなど、地域の建設

業を取り巻く経営環境はかつてない厳しい状況にある。

・このため、建設業経営支援緊急対策の実施等による資金調達の円滑化・経

、 、営力の強化 技術と経営による競争を促進させるための入札契約制度の改革

公正な競争基盤の確立、国際競争力の強化、ものづくり産業を支える人づく

りなどの施策を強力に推進し、地域の経済と雇用を支える中堅・中小建設業

の活力の回復と生産性の向上を図る。

資金調達の円滑化

○建設業者が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権の流
動化を促進する等、建設業者の金融の円滑化を図る

⇒ 地域建設業経営強化融資制度を平成２０年１１月４日に創設

○資材の価格変動に応じた単品スライド条項の的確な運用
⇒ 平成２０年９月１０日に対象品目を拡大

○前払金の割合の引き上げ（国と同じ４割へ）、中堅・中小建設業者向け
の工事の早期発注等、地域の中堅・中小建設業者の資金繰りの円滑
化について、公共発注者等に緊急要請の実施

⇒ 平成２０年９月１２日に地方公共団体に要請

○下請への資金の流れを促すための調査や立入検査等を実施すること
による、元請下請関係の適正化

⇒ 20年度下請取引実態調査に基づく立入検査を11月から実施

○金融機関からの資金調達の円滑化について、金融庁等と連携

経営力の強化

○建設業者の緊急の経営相談に的確に対応するため、建設業
緊急相談窓口（仮称）の設置や、複雑かつ高度な相談に対す
る専門家の派遣制度の創設などによる建設業緊急経営相談
の実施

○適正価格での契約の推進のため、予定価格等の事前公表
の見直し、適切な地域要件の設定、歩切りの撤廃、最低制限
価格・低入札調査基準価格の見直し等を行うよう、入札契約制
度の改革について地方公共団体に要請

⇒ 平成２０年９月１２日に地方公共団体に要請

入札契約制度の改革

技術と経営に優れ、地域に貢献する企業の成長を支援するため、以下の対策に取り組む。技術と経営に優れ、地域に貢献する企業の成長を支援するため、以下の対策に取り組む。

○地域の中小・中堅建設業者が、その保有する人材、機材やノ
ウハウ等を活用し、農業、林業、福祉、環境、観光等の異業種
と連携しながら、地域の活力の向上に資する、地域の創意工
夫を活かした事業を実施するに当たって、その立ち上げ支援等
に必要な経費を支援

※上記の他、平成２０年８月上旬～９月上旬に、地域の建設業界や地
元金融機関などに対して地域実態に関する緊急の実態調査を実施済
み

○中小企業庁の実施する資金繰り対策の拡充策との連携

⇒ 緊急保証制度（建設業は全業種が対象業種に指定済み） 、セー

フティネット貸付の実施

地域建設業緊急支援対策地域建設業緊急支援対策

○工事検査及び支払いの迅速化について公共発注者等に要請

⇒ 平成２０年１２月８日に地方公共団体等に要請

○年末の資金繰り対策として、融資制度・相談窓口等についてＰＲ
⇒ 平成２０年１２月１日に業界団体等に通知を発出
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○ 建設業経営支援緊急対策【新規】

（ ）建設市場整備課

予算額 ５３２百万円

・地域の経済・雇用を支える基幹産業である建設業は、公共投資の依存度が

大きい地域を中心として厳しい経営環境に直面しており、とりわけ、中小・

中堅建設企業の経営力の強化は喫緊の課題である。

＜内 容＞

・経営分析等のスキルを持つ者が対応する建設業緊急相談窓口（仮称）を設

置し、特に必要な案件については、弁護士等の専門家を個別企業に派遣し、

経営改善に関するサポートを行うなど、建設業の経営支援を総合的に実施す

るための体制を整備する。

・ワンストップサービスセンターについて、アドバイザーの追加等相談機能

を強化するとともに、建設企業のための経営改善マニュアルの作成等を実施

する。

○建設投資の減少、価格競争の激化、金融機関の融資姿勢の厳格化や不動産業の業況悪化等により、地域
の中小・中堅建設企業をとりまく経営環境はかつてない厳しい状況であり、建設業の経営支援体制の抜本的
な強化が喫緊の課題。

建設業経営支援緊急対策

特別相談体制の整備

建設業緊急相談窓口（仮称）の設置

緊急窓口を設置し、経営分析・
指導のスキルをもつ者が、経
営改善のための相談等に対応。

弁護士、公認会計士等の専門家
を企業に派遣し、複雑かつ高度な
相談に対応

専門家派遣制度の創設

対応事例、ノウ
ハウの還元

専門家の

派遣要請

マニュアルの整備

経営改善マニュアルの作成

・経営改善を検討している建設
業者の役に立つ、建設業にお
ける特有の事情を踏まえたマ
ニュアルを作成。

ワンストップサービスセンター事業の拡充

・経営コンサルタントや金融機関ＯＢ、マーケ
ティングの専門家等のニーズにあったアドバ
イザーの追加。

・相談内容の緊急性等によって無料派遣回
数を拡充。

アドバイザー・相談回数の拡充

・建設業の人材・機材・ノウハウ等を活用した地
域総合産業化に対する支援

・販路開拓を希望する事業者の情報を掲載する
ホームページの設置

・建設業経営革新支援実践講座の実施

地域の中小・中堅建設企業の経営支援体制を抜本的に強化

内 容

・建設業経営革新支援実践講
座の実施（再掲）

経営改善セミナーの開催建設業の地域総合産業化の支援
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○ 地方公共団体における入札契約の生産性の向上【拡充】

（建設業課）

予算額 ９４百万円

・価格と品質が総合的に優れた公共調達を実現し、受発注者が対等な関係に

立つ建設生産システムを構築するためには、一般競争入札の拡大と併せて総

合評価方式の拡充が急務であるが、発注者として体制補完が必要な地方公共

団体が多く存在している。

「 」（ ） 、・ 業種別生産性向上プログラム 平成２０年５月２３日策定 等も踏まえ

発注者の体制を補完するため、民間事業者のノウハウを活用できるＣＭ方式

を活用する等の多様な調達手段の活用や、ワンデーレスポンス、三者協議を

推進することにより、発注者・設計者・施工者の連携を強化し、現場の生産

性の向上を図ることも重要である。

＜内 容＞

、・従来からの総合評価方式やＣＭ方式等の多様な調達手段の導入支援に加え

ワンデーレスポンス、三者協議の活用に取り組む地方公共団体への支援制度

を創設することにより、地方公共団体における入札契約の改善を促進する。
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○ 入札・履行ボンド電子化等の機能のあり方に係る調査検討【新規】

（ ）建設業課

予算額 ７３百万円

・一般競争入札の拡大、総合評価方式の拡充を図っているところであるが、

これと併せて、不良・不適格業者の排除、深刻化するダンピング受注の防止

のため 「公共工事の品質確保に関する当面の対策について （平成２０年３、 」

月２８日関係省庁連絡会議申合せ）を踏まえ、適切な与信枠の設定等の市場

機能の活用を通じ、質の高い競争環境を整備する入札ボンド制度を導入・拡

大することが必要である。

＜内 容＞

・入札ボンド制度については、手続きが煩雑であり、電子化の要望が多いこ

とから、利用の促進、利便性の向上を図るため、電子化のシステム開発及

び実証実験を実施する。これにより、入札契約制度の機能向上、効率化を

行い、価格と品質が優れた公共調達の実現の環境整備を行う。

入札ボンドも履行ボンドと同様に紙の証書が発行されているが、

・入札ボンドの導入により、①全ての入札参加者が、②競争参加資格申請までの短期間に、入札ボンドを提出することが必要

・履行ボンドの手数料と比較して保証期間が短期間のため、手数料が著しく安いこと

などにより、紙の証書の発行・提出に係る手続が煩雑となっている。

入札ボンドも履行ボンドと同様に紙の証書が発行されているが、

・入札ボンドの導入により、①全ての入札参加者が、②競争参加資格申請までの短期間に、入札ボンドを提出することが必要

・履行ボンドの手数料と比較して保証期間が短期間のため、手数料が著しく安いこと

などにより、紙の証書の発行・提出に係る手続が煩雑となっている。

課 題

金融機関 業者 発注者
②発行（紙）

①申請

③提出

手続が煩雑であり、
電子化の要望が多い
手続が煩雑であり、
電子化の要望が多い

機能の改善のための検討（H21年度）

○平成２１年度に入札ボンド・履行ボンドの電子化のため

の実証実験を実施し、発注者・受注者・発行機関の全て

にメリットのあるシステムのあり方について検討を実施

○また、電子化の検討と併せて、入札ボンド・履行ボンド

の利便性等の機能のあり方についても検討を実施

⑤照会

②登録（発行情報）

認証機関
（ボンド発行情報）

金融機関
業者

発注者

④提出（電子）③発行（電子）

①申請

⑥認証

イメージ

入札・履行ボンド電子化等の機能のあり方に係る調査検討経費入札・履行ボンド電子化等の機能のあり方に係る調査検討経費
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○ 建設業元請下請等適正化支援窓口（仮称）の設置【新規】

（ ）建設業課

予算額 ６０百万円

・元請下請業者間等の取引上のトラブルについて、迅速かつ適切なアドバイ

ス等を行うことで、元請下請取引の適正化、中小建設業者の生産性向上を

図る。

＜内 容＞

・元請下請取引の適正化、中小建設業者の生産性向上を図るため、元請下請

業者間等の取引上のトラブルについて、弁護士や土木・建築の学識経験者

等による迅速かつ適切なアドバイス及び解決を行う建設業元請下請等適正

化支援窓口（仮称）を設置する。
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○ ＩＣＴを活用した建設生産システムの普及促進【新規】

～電子設計データを用いた革新的な施工の普及促進～（建設施工企画課）

予算額 ３０百万円

・ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した革新的な施工技術（情報化施工）は、

一部の大規模工事において先駆的に導入され、作業速度が向上するなどの効

果をあげている。今後、大規模工事において標準的な施工方法にするととも

に、中小規模工事への普及に向けた課題解決が必要である。このため、建設

（ ）機械の３次元制御技術等のＩＣＴを活用した革新的な施工技術 情報化施工

を普及促進させるための環境を整備する。

＜内 容＞

・情報化施工を実際の工事に適用し、普及させるための情報化施工に対応し

た施工管理基準や設計施工データの標準化等を検討する。また、情報化施工

。 、に対応した施工管理基準類の策定など受発注者間の環境整備を行う さらに

中小規模現場を対象とした情報化施工モデル事業において、情報化施工に対

。応した新たな施工管理基準類の適用性検証などを行う

１．現状と課題
・低い労働生産性（全産業平均の約７割）
・欧米に比べＩＣＴ普及の遅れ

２．対応方針
・ＩＣＴ活用技術の中小規模現場へ普及促進

３．具体な方策
・業種別生産性向上プログラムの実行
『ＩＣＴ技術の普及促進のための環境整備』
・「情報化施工推進戦略（H20.7.31）」を策定
・情報化施工の普及を促進する施工管理基
準類の策定

・中小規模現場でのモデル事業による検証等
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【 】○ 地域の建設業界と工業高校等が連携した将来の人材育成の強化 継続

（ ）建設市場整備課

予算額 １６百万円

・建設就業者数の減少、就業者の高齢化の進展、高校新卒者に対する求人と

就職のミスマッチなど、将来を支える人材不足の懸念が高まっていること

から、文部科学省と連携し、将来の人材育成の強化を図る。

＜内 容＞

・地域の建設業界と工業高校等が連携し、建設業者の技術者・技能者による

生徒に対する実践的指導及び教員に対する高度な技術・技能の習得を図る

研修、並びに生徒の技術・技能水準に応じた副教材の作成等の取組に対し

支援することにより、将来の人材の確保・育成を図る。

【具体的な取組内容】
①工業高校等において、地域の建設業者の技術者・技能者に
よる生徒への講義や実践的指導の実施

②建設現場において、生徒に対する施工管理や現場施工など
企業実習の実施

③建設業者等において、工業高校等の教員の高度な技術・技
能の習得を図るための研修等の実施

④生徒に求められる技術・技能水準を適切に反映した副教材
の作成

等を地域の実情に併せて実施。

建設業人材確保・育成モデル構築支援事業

・建設業就業者数の減少 （H9年：685万人→H19年：552万人）
・建設業就業者の高齢化 （50歳以上約4割、うち55歳以上約3割）
・高校から建設業に就職する数の減少 （H14年：2.2万人→H19年：1.3万人）
・建設業における高校新卒者に対する求人と就職のミスマッチ

連携 文部科学省
国土交通省

連携
各教育委員会

工業高校等

人材育成連携推進委員会
必要に応じ、学識経験者や行政機関職
員等が参加

情報提供
や助言

建設業界
総合工事業団体
専門工事業団体

建設業者

情報提供
や助言

地域の建設業界と工業高校等が連携した将来の優秀な人材の確保・育成を図る取組を実施（文部科学省との連携事業）

各地方整備局

建設業への就職促進、将来の優
秀な人材の確保・育成を図ること
が重要

事業概要

背景

参加
参加

参加参加

【具体的な取組内容】
①工業高校等において、地域の建設業者の技術者・技能者に
よる生徒への講義や実践的指導の実施

②建設現場において、生徒に対する施工管理や現場施工など
企業実習の実施

③建設業者等において、工業高校等の教員の高度な技術・技
能の習得を図るための研修等の実施

④生徒に求められる技術・技能水準を適切に反映した副教材
の作成

等を地域の実情に併せて実施。

建設業人材確保・育成モデル構築支援事業

・建設業就業者数の減少 （H9年：685万人→H19年：552万人）
・建設業就業者の高齢化 （50歳以上約4割、うち55歳以上約3割）
・高校から建設業に就職する数の減少 （H14年：2.2万人→H19年：1.3万人）
・建設業における高校新卒者に対する求人と就職のミスマッチ

連携 文部科学省
国土交通省

連携
各教育委員会

工業高校等

人材育成連携推進委員会
必要に応じ、学識経験者や行政機関職
員等が参加

情報提供
や助言

建設業界
総合工事業団体
専門工事業団体

建設業者

情報提供
や助言

地域の建設業界と工業高校等が連携した将来の優秀な人材の確保・育成を図る取組を実施（文部科学省との連携事業）

各地方整備局

建設業への就職促進、将来の優
秀な人材の確保・育成を図ること
が重要

事業概要

背景

参加
参加

参加参加
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○ 建設業における技能移転のための調査検討【新規】

（建設市場整備課）

予算額 ３０百万円

・開発途上国からの要請に応え、海外の建設技能者に対し、我が国のより高

度な建設技能を効率的・効果的に移転することにより、人づくりを通した国

際貢献を積極的に推進する。

＜内 容＞

・技能実習制度の見直しの動きを踏まえつつ、海外からの建設技能実習者へ

の技能移転について、他の企業の模範となる先導的な取り組みを行っている

、 、企業等を支援するとともに 労働基準法等の関係法令の遵守を徹底するため

受入企業等への指導・助言などを行うことによりコンプライアンスを積極的

に推進する。
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○ 我が国建設業の国際競争力の強化【拡充】

～ＪＡＰＡＮ建設ブランドの海外市場拡大支援～

（国際建設市場室・国際建設推進室）

予算額 １０５百万円

・建設業における海外マーケットの持続的な拡大を受け、基本方針２００８

等を踏まえて、建設業を国際競争力ある成長分野とすべく、我が国建設業の

国際展開への支援を抜本的に強化する。

＜内 容＞

・JAPAN建設ブランドの海外進出・受注促進の面での支援を強化するため、閣

僚等によるトップセールスを、各国建設市場の動向に応じて戦略的に展開す

る。

・海外の建設現場での技術・技能のある人材の確保を支援するため、海外人

材情報プラザ（仮称）を開設する。

・地方・中小の建設業者の海外進出を促進するため、海外事業展開の手順等

をまとめた海外進出ビジョンマニュアルの作成等を行う。

⇒海外建設工事等に必要な技術や
ノウハウを有する人材の安定的な確保

我が国建設業の国際競争力強化（拡充事項）

海外市場調査団派遣や海外事業展開手順
等をまとめた「海外進出ビジョン・マ
ニュアル（仮称）」の策定

海外の事業者、政府関係者等の招聘によ
る我が国中小建設企業の海外展開に資す
る情報等の収集

海外展開に意欲的な中小建設企業の紹介
による技術力・ノウハウ等の売込み

○建設業における海外市場の重要性
・ 我が国建設業の海外受注は、アジア、中東等における極めて大きなイ
ンフラ需要等を背景に拡大しており、07年度は２年連続過去最高額を更
新し、約1.7兆円を記録したところ。

我が国建設業の国際競争力の強化を推進

地方・中小企業の海外進出支援JAPAN建設ブランドの普及への支援

○メードインジャパン戦略展開の必要性
・ 基本方針2008や経済成長戦略大綱において、建設業について、国際
展開を支援し、国際競争力のある成長分野とする（メードインジャパン戦
略）ことが求められている。

新興国等へ産官学合同によるミッション
を派遣し、トップ表敬やセミナーの開催
等を実施

新興市場へのミッション派遣

将来の発注者等に我が国建設業の有する
技術力等の強みを幅広く認知させるため
の国際見本市へのブース出展等の実施

見本市への参加

閣僚等の外国訪問に際し、我が国建設業
の有する技術力等の強みをＰＲ

トップセールスの積極的な展開

効果的な情報収集

戦略的な売込み

建設業の国際展開への人材確保支援

・ 海外での現地労働力として、帰国
する在日外国人研修生等を登録・
ネットワーク化

・ 中小企業の海外展開への即戦力と
して、海外建設・不動産ビジネスＯ
Ｂを登録・ネットワーク化

「海外人材情報プラザ（仮称）」

海外人材情報プラザ

ネットワーク化
外国人研修生海外建設ＯＢ

現場労働力 現場マネジメント

海外進出マニュアルの策定等

⇒JAPAN建設ブランドの普及による
我が国建設業のプレゼンス強化

⇒海外ビジネスのノウハウ等が不足
する地方・中小建設企業を支援
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○ 官民連携による我が国建設技術の海外展開支援事業【新規】

～技術力を軸とした我が国建設業の海外展開促進のための環境づくり～

（国際建設推進室）

予算額 ９百万円

・価格競争力の高い新興国の台頭により、海外建設工事の受注に向けた競争

、 。が激化する中 官民連携により技術力の一層の強化を図ることが必要である

わが国建設業のさらなる国際競争力の強化を推進するため、これまでに蓄積

されている人的資源・経験を有効に活用し、施工業者等への技術支援を行う

「海外建設ホットライン」を設置する。

＜内 容＞

・海外建設プロジェクトにおける課題に迅速に対処するため、有識者、関係

機関と連携し、技術支援体制を構築。

・わが国に蓄積された人的資源（専門家、建設業の退職者、ＮＧＯ、技術研

修生等）や経験（現地の特性、工法、課題等）を活用。

・これらにより、類似実績等に基づいた最適対応方策の提案・アドバイス等

を実施。

官民連携によるわが国建設技術の海外展開支援事業

■厳しい自然・社会条件の中、わが国とは異なる
技術基準や希有な工法による施工が必要なケー
スが多発。

■海外建設プロジェクトにおける課題に迅速に
対処するため、有識者、関係機関と連携し、技
術支援体制を構築。

■わが国に蓄積された人的資源（専門家、建設
業の退職者、ＮＧＯ、技術研修生等）や経験
（現地の特性、工法、課題等）を活用。

■これらにより、類似実績等に基づいた最適対
応方策の提案・アドバイス等を実施。

海外建設プロジェクトにおける現状と課題 海外建設ホットラインの設置

わ
が
国
建
設
業
の
一
層
の
海
外
展
開
を
促
進

■対処方針の検討のスピードアップ、安全・品質
確保が促進され、海外建設プロジェクトの円滑
化等に寄与。

事業者

技術支援委員会
（仮称）

施工監理・契約、基礎、
橋梁、トンネル、ダム
等の専門家で構成。

データベース
人的資源(専門家、建
設業、ＮＧＯ、研修生)、
経験(現地の特性、工
法、課題)等の情報

【厳しい自然状況等における施工】 【具体的な方策】

【効 果】

相談

助言

海外建設ホットラインイメージ
■最適な対応方策を検討するにあたり、適切な学
識経験者・技術者等への個別相談が必要なこと
から、決定までに多大な時間が必要。

■また、不具合事象発生時等における相手国との
調整は容易ではなく、事業の円滑な推進に対し
て大きな支障となっている。

■これらにより、建設事故や工期延長等が発生し
た場合、日本の技術力への信頼が損なわれるこ
とが懸念。

■途上国の事業実施機関の技術力不足により、
不具合事象等に対するわが国建設企業の提案
が理解されにくい。

【途上国事業実施機関の技術力不足】
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（３）物流の効率化

○ 多様な関係者の連携による物流効率化推進事業【新規】

（政策統括官物流政策室）

予算額 １２１百万円

・物流事業者、荷主企業、関係自治体等、物流に係る多様な関係者の連携に

よる輸配送の共同化、モーダルシフトの推進等、物流効率化の推進を支援

する制度を創設する。

＜内 容＞

・空港等の物流拠点周辺や都市部など物流がふくそうした地域等において、

物流事業者や荷主企業、関係自治体等、物流に係る多様な関係者が輸送

ルートの集約、輸配送の共同化、物流施設の混雑状況に関する情報提供、

モーダルシフトの推進等、物流効率化対策を連携して講じる取組みを支援

する制度を創設する。
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【 】○ 我が国の技術・経験を活かした人流・物流サービスの整備支援 新規

（ ）～知と技による諸外国の人流・物流活性化～ 国際業務室

予算額 １０７百万円

・途上国の経済活性化及び我が国企業の競争力の強化を図るため、我が国の

鉄道・物流・観光分野における優れた技術・経験の途上国等への普及を図

るとともに、戦略的に技術移転を行い、人流・物流サービスの向上に資す

る効果的な支援を行う。

＜内 容＞

、・アジア全体を視野に入れた我が国の企業のサプライチェーン構築にあたり

アジア諸国・地域と共同でボトルネックの解消を検討し、効率的な物流シ

ステムの構築を図るほか、我が国の高速鉄道及び都市鉄道の優位性を広く

、 。アピールし 今後導入を目指している国・地域に対して協力・支援を行う

また、日本人観光客受け入れ体制の向上や観光プロモーション実施を通し

た観光分野における支援を行う。
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２．安全・安心で豊かな社会づくり

（１）生活者の視点に立った安心施策の展開

○ 既存住宅ストックの流通市場の環境整備に関するモデル取引調査

【新規】 （不動産業課）

予算額 ４３百万円

・基本方針２００８における「住宅ストックの流動化の促進」等を踏まえ、

住宅履歴書・インスペクション（建物検査）を伴う既存住宅の取引実態の調

査を行い、住宅履歴情報等の普及に向けた課題の整理、適正な市場価格形成

のための評価方法の検討等を行うことにより、住宅履歴書・インスペクショ

ンがデファクトスタンダードとして機能する既存住宅流通市場の環境を整備

する。

＜内 容＞

・宅建業者を通じてモデルとなる住宅履歴書及び建物検査を伴う取引事例を

収集・分析し、既存住宅市場における有効性及び課題の整理、住宅履歴書等

の情報による価格査定の実態把握及びその反映方法の検討等を行う。

○既存住宅ストックの流通市場の環境整備に関するモデル取引調査（新規）

１．目的・必要性１．目的・必要性

３．効果３．効果

（１）調査対象・方法（１）調査対象・方法

良質な既存住宅が安心安全に取引
され、流通していく市場環境が不可欠
○「住宅履歴書」の整備、保存、引継ぎ
○インスペクション（建物検査）の普及
○適確な価格による取引の透明性向上

２．調査の概要２．調査の概要

（２）具体的な調査内容（２）具体的な調査内容

住生活基本法

長期優良住宅普及促進法

住生活基本計画

「流通市場研究会」中間取りまとめ

社会資本整備審議会不動産部会で
制度改正等の審議を開始(H20.9～)

良質な既存住宅が安心安全に取引され、
流通する市場への変革

ストック重視への転換

既存住宅流通のシェアをH27年度に23％（約30万戸）に拡大

住宅履歴書・インスペクションが「デファクトスタンダード」
として機能する市場環境の整備

少子長寿化社会 人口・世帯数の減少

住宅履歴書・インスペクションを伴う取引におい
て、利用上の課題等を整理・分析

① 住宅履歴書・インスペクションの
取引現場における課題整理

② 住宅履歴書・インスペクションの
効果の把握

③ 適正な市場価格形成のための検討
(H20.6)

基本方針2008
「住宅ストックの流動化の促進」
「環境負荷の低減等に資する
既存住宅流通市場の整備」 消

費
者
意
識
、

消
費
者
権
利
の
高
ま
り
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○ 消費者への不動産関連知識の普及・啓発のための環境整備の推進

【 】 （ ）新規 不動産業課

予算額 ６百万円

・不動産市場における安全・安心な取引を実現するためには、消費者に対し

ても不動産取引に関する基礎知識を普及・啓発し、消費者の不動産情報活用

力の向上を図る必要があることから、消費者を対象とした不動産取引知識の

提供のための環境を整備する。

＜内 容＞

・消費者が、能動的に不動産取引に関する基礎知識を自学自習するための環

境を整備するために、システム等の提供媒体のあり方、コンテンツの供給や

更新等のための運営体制等の諸課題の検討を行う。そのうえで、不動産取引

の各段階に応じて必要となる知識や実務上のポイントを網羅的に体系化し、

具体的な情報提供コンテンツを構築する。

不動産取引に関する不動産取引に関する

啓発機会と取引経験の不足啓発機会と取引経験の不足

消費者への不動産関連知識の普及・啓発のための環境整備の推進（新規）消費者への不動産関連知識の普及・啓発のための環境整備の推進（新規）消費者への不動産関連知識の普及・啓発のための環境整備の推進（新規）

ＩＴの普及に伴う情報の氾濫、ＩＴの普及に伴う情報の氾濫、
不適切なサイト等の増加不適切なサイト等の増加

取引の多様化・複雑化取引の多様化・複雑化

不動産市場における安全・安心な取引の実現には、消費者へ不動産取引の基礎知識等を普及・啓発し、不動産市場における安全・安心な取引の実現には、消費者へ不動産取引の基礎知識等を普及・啓発し、
不動産情報リテラシーの向上を図るための環境整備が必要。（不動産情報リテラシーの向上を図るための環境整備が必要。（””かしこいかしこい””消費者が育つ環境の整備）消費者が育つ環境の整備）

体系的な不動産取引知識の体系的な不動産取引知識の

提供媒体の不足提供媒体の不足

賃貸アパートに関する相談件数と相談全体に占める割合

1,944
2,024

2,233

4.7%

5.3%

5.6%

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

平成17年度 平成18年度 平成19年度

件

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

6.0%

相談件数 全体に占める割合

複雑化する不動産市場に消費者自ら対応するための基盤の脆弱さが、複雑化する不動産市場に消費者自ら対応するための基盤の脆弱さが、

外部有識者が参画した委員会等においても指摘されている。外部有識者が参画した委員会等においても指摘されている。

※ 東京都消費生活総合センターへの相談件数を集計

業界の自主的な取組にあわせて、国が一体的に関与することで、行政と業界の協働によ
る消費者行政の更なる推進と施策効果の引き上げを図る。

全ての消費者が容易に利用可能な不動産取引知識等の提供のための環境整備により、全ての消費者が容易に利用可能な不動産取引知識等の提供のための環境整備により、
消費者の不動産取引力の向上を推進。（事業者と消費者それぞれの底上げは消費者の不動産取引力の向上を推進。（事業者と消費者それぞれの底上げは『『車の両輪車の両輪』』））

現在、業界団体が運営する「不動産統合サイト」を消費者向けの総合情報提供サイトへリニューアルが進められている。

（平成（平成1919年度に設置された「不動産業における情報インフラ整備検討委員会」、年度に設置された「不動産業における情報インフラ整備検討委員会」、

「人材育成検討委員会」）「人材育成検討委員会」）
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○ 公共交通における事故発生時の被害者支援のあり方についての

調査研究【新規】 （安心生活政策課）

予算額 ２５百万円

・鉄道、航空等公共交通における事故が発生した場合、事故発生直後におけ

る被害者情報の収集及び窓口としての対応や、加害者である公共交通事業

者との接触に心理的抵抗感の大きい被害者等への支援等について、事故当

事者以外の者も含めた被害者支援のあり方について検討を行う。

＜内 容＞

・事故当事者以外の者が被害者支援を行う必要性、事故発生直後の被害者等

への情報提供、被害者等への精神的支援等のあり方、事故当事者に十分な

補償能力等がない場合の対応等について検討を行う。
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○ バリアフリー新法に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の推進

【 】 （ ）継続 安心生活政策課

予算額 ６０百万円

・建築物や公共交通機関などのバリアフリー化や、地域内における一体的・

連続的なバリアフリー化を促進するなど、バリアフリー施策を総合的に展

開することを目的とした「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律 （バリアフリー新法）が平成１８年１２月から施行された。本」

法の施行を踏まえ、高齢者・障害者をはじめとする誰もが自立できるユニ

バーサルデザインの考え方に基づいたバリアフリー社会を着実に実現する

ための施策を推進する。

＜内 容＞

・バリアフリー新法の普及促進を図るための施策として、新たな制度に基

づく基本構想の作成及び整備困難施設のバリアフリー化の促進、段階的 ・

継続的な発展（スパイラルアップ）を図るための体制の確立 「心のバリ、

アフリー」社会の実現のための施策の拡充等により、平成２２年のバリ

アフリー化目標達成に向け、より一層のバリアフリー化の推進を図る。
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（２）安全・安心な地域づくり

○ ストック型社会における社会資本の整備・維持管理・更新のあり方に

【 】 （ ）関する調査検討 新規 政策課

予算額 ２７百万円

・人口減少や高齢化の進展、東アジアの急速な経済成長を始めとする我が国

の経済社会情勢の変化、地方分権改革の進展や厳しい財政状況のもとでの公

共投資の縮小等の動向を十分に踏まえつつ、今後の社会資本整備の重点的、

計画的かつ効率的な推進を図るため、ストック型社会に対応する社会資本の

整備、維持管理や更新のあり方を検討する。

＜内 容＞

・施設の状態を常に点検・診断、致命的欠陥が発現する前に速やかに対策を

講じ、ライフサイクルコストの縮減を図る「予防保全」の考えに立った戦略

的な維持管理の取組事例の収集、その効果の整理・分析等を行いつつ、こう

した新たな取組を反映させた維持管理・更新費の推計を行うとともに、その

他効果的なＰＩ手法の検討など、今後の社会資本整備のあり方の企画・立案

を行うものである。

背景
○人口減少・高齢化の進展、東アジア地域の急速な経済成長 ○大規模地震や気候変動に伴う災害リスクの増大
○厳しい財政状況のもとで社会資本整備への投資の縮小 ○老朽化した社会資本ストックの維持管理・更新需要の増大

経済社会情勢の変化に対応しつつ、経済社会情勢の変化に対応しつつ、国民生活へ多大な影響を及ぼす国民生活へ多大な影響を及ぼす
致命的な損傷を回避するストック型社会への転換に向け、致命的な損傷を回避するストック型社会への転換に向け、今後の社会今後の社会
資本の整備・維持管理・更新のあり方についての早急な検討が必要資本の整備・維持管理・更新のあり方についての早急な検討が必要

○ストック型社会における社会資本の整備・維持管理・更新のあり方に関する調査検討
経費（新規）

ライフサイクルコストの
縮減など、予防保全の考
え方に基づく適切な維持
管理・更新の取組み

民間能力・資金を活

用した維持管理・更
新の取組み、導入
に当たっての課題

今後の社会資本整備の基本的な戦略の企画・立案

新たな取り組みを反映させた維持管理・更新費の
推計の実施 （複数シナリオ） .

【取り組み事例の収集・効果分析など】

○検討フロー（案）

公民連携や
「新たな公」によ
る社会資本整
備手法の課題
の整理

効果的な
PI手法の

検討

予防保全対策を考慮したライフサイクルコスト低減のイメージ

長寿命化を考慮し
た計画的な改築
従来の改築

健

全

度

基準値

使用限界値

機能停止または

事故発生

機能停止または

事故発生

経 過 年 数

費

用

改築費（更新）改築費（更新）改築の従来のイメージ

費

用

改築費（更新）

長寿命化対策 長寿命化対策

計画的な改築のイメージ

長寿命化対策

長寿命化対策

※次期「社会資本重点計画」の中で、分野横断的な重点目標として「戦略的な維持管理や更新の推進」が新たに掲げられる予定。
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○ 運輸安全マネジメント制度の充実・強化【継続】

（ ）大臣官房運輸安全監理官

予算額 ４４百万円

・国民の日常生活を支え、ひとたび事故等が起きれば大きな被害となる公共

交通等の一層の安全を確保するため、運輸事業者による社内一丸となった

安全管理体制の構築・改善を図る運輸安全マネジメント制度を充実・強化

する。

＜内 容＞

・運輸事業者の安全管理体制の構築・改善を図るため、国がその構築状況を

評価・助言する運輸安全マネジメント制度を強力に推進するとともに、よ

り実効的な評価を行うための職員の力量の向上等を図る。

・また、運輸安全委員会の設置や運輸安全マネジメント制度の本格化による

知見の集積を踏まえ、運輸事業者が事故防止に取り組むための環境の整備

を図る。
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（３）海洋立国の推進

、 、・平成２０年３月に閣議決定された海洋基本計画において 海上輸送の確保

海洋産業の振興、海洋環境の保全、海洋の安全の確保、排他的経済水域等の

開発等の推進、離島の保全など、国土交通省の取り組むべき海洋政策が多岐

にわたり盛り込まれた。総合政策局においても、関係各局の進める施策と一

体となって海洋政策を中長期的展望に立って着実かつ積極的に推進し、四面

環海の我が国における新たな海洋立国を実現する。

新たな海洋立国の実現に向けた取組新たな海洋立国の実現に向けた取組

【ポイント】
我が国経済社会の発展のため、海洋の開発及び利用が必要 （利用する）
持続的利活用のために、海洋環境への配慮や海上の安全確保が必要 （守る）
未解明な部分が多い海洋の適切な利用のために、知見の集積が必要 （知る）
海洋について、国際的協調の下に施策を展開することが必要 （国際協力）

海洋基本法

海洋基本計画の策定

○海洋環境の保全等

○海上輸送の確保
○海洋の安全確保

○海洋調査の推進

○海洋産業の振興及び国際競争力の強化
○沿岸域の総合的管理
○離島の保全等
○国際的な連携の確保及び国際協力の推進 等

政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

新たな海洋立国の実現に向けた取組新たな海洋立国の実現に向けた取組

【ポイント】
我が国経済社会の発展のため、海洋の開発及び利用が必要 （利用する）
持続的利活用のために、海洋環境への配慮や海上の安全確保が必要 （守る）
未解明な部分が多い海洋の適切な利用のために、知見の集積が必要 （知る）
海洋について、国際的協調の下に施策を展開することが必要 （国際協力）

海洋基本法

海洋基本計画の策定

新たな海洋立国の実現に向けた取組新たな海洋立国の実現に向けた取組

【ポイント】
我が国経済社会の発展のため、海洋の開発及び利用が必要 （利用する）
持続的利活用のために、海洋環境への配慮や海上の安全確保が必要 （守る）
未解明な部分が多い海洋の適切な利用のために、知見の集積が必要 （知る）
海洋について、国際的協調の下に施策を展開することが必要 （国際協力）

海洋基本法

海洋基本計画の策定

○海洋環境の保全等

○海上輸送の確保
○海洋の安全確保

○海洋調査の推進

○海洋産業の振興及び国際競争力の強化
○沿岸域の総合的管理
○離島の保全等
○国際的な連携の確保及び国際協力の推進 等

政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
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新たな海洋立国の実現

１．安定的な海上輸送の確保

国土交通省の主要施策

○日本籍船、日本人船員の増加を図るための総合対策

○スーパー中枢港湾プロジェクトの充実・深化

○ＡＩＳを活用した海上交通センター機能の強化等

○ふくそう海域での事故半減をめざすＩＣＴを活用した新たな安全システムの構築

○マラッカ・シンガポール海峡航行安全対策

○安全・安心な海の実現に向けた海上保安体制の充実強化
（巡視船艇・航空機等の緊急整備、巡視船艇・航空機運航経費の確保、巡視艇の複数クルー制拡充）

○津波・高潮危機管理対策緊急事業の拡充
（観測施設の整備など情報基盤整備の拡充及び局所的な堤防等未整備箇所の解消を拡充）

２．海洋の安全の確保

３．離島の保全等

○海洋管理のための離島施策の新たな展開

○離島における活動拠点の整備

○沖ノ鳥島の管理・保全の充実と利活用策の検討

○離島地域・奄美群島・小笠原諸島の振興
（社会資本整備、島づくり地方再生推進調査、離島の生活構造改善に関する調査等）

○離島航路補助制度の改革

４．海洋調査の推進

○海洋調査の推進及び海洋情報の一元化

○地球温暖化に関する観測・監視体制の強化

５．海洋環境の保全等

○クール･シッピングの推進（海運におけるCO2排出削減）
（海洋環境イニシアティブ、内航海運省エネ化促進調査事業）

○漂流・漂着ゴミ対策の推進

○気候変動に適応した総合的な土砂管理の取組の推進

○海洋に流入する汚濁負荷の下水道による削減

～経済活動や国民生活の水準の維持向上のために～

～平和と安全の確保及び自然災害への対策のために～

～広大な管轄海域とその安全・利用・環境等のために～

～海洋状況把握・変化予測や海洋の資源・産業・環境保全等のために～

～海洋の恵沢を持続的に亨受し続けていくために～

※各施策の予算額については、別途とりまとめ。

新たな海洋立国の実現

１．安定的な海上輸送の確保

国土交通省の主要施策

○日本籍船、日本人船員の増加を図るための総合対策

○スーパー中枢港湾プロジェクトの充実・深化

○ＡＩＳを活用した海上交通センター機能の強化等

○ふくそう海域での事故半減をめざすＩＣＴを活用した新たな安全システムの構築

○マラッカ・シンガポール海峡航行安全対策

○安全・安心な海の実現に向けた海上保安体制の充実強化
（巡視船艇・航空機等の緊急整備、巡視船艇・航空機運航経費の確保、巡視艇の複数クルー制拡充）

○津波・高潮危機管理対策緊急事業の拡充
（観測施設の整備など情報基盤整備の拡充及び局所的な堤防等未整備箇所の解消を拡充）

２．海洋の安全の確保

３．離島の保全等

○海洋管理のための離島施策の新たな展開

○離島における活動拠点の整備

○沖ノ鳥島の管理・保全の充実と利活用策の検討

○離島地域・奄美群島・小笠原諸島の振興
（社会資本整備、島づくり地方再生推進調査、離島の生活構造改善に関する調査等）

○離島航路補助制度の改革

４．海洋調査の推進

○海洋調査の推進及び海洋情報の一元化

○地球温暖化に関する観測・監視体制の強化

５．海洋環境の保全等

○クール･シッピングの推進（海運におけるCO2排出削減）
（海洋環境イニシアティブ、内航海運省エネ化促進調査事業）

○漂流・漂着ゴミ対策の推進

○気候変動に適応した総合的な土砂管理の取組の推進

○海洋に流入する汚濁負荷の下水道による削減

～経済活動や国民生活の水準の維持向上のために～

～平和と安全の確保及び自然災害への対策のために～

～広大な管轄海域とその安全・利用・環境等のために～

～海洋状況把握・変化予測や海洋の資源・産業・環境保全等のために～

～海洋の恵沢を持続的に亨受し続けていくために～

※各施策の予算額については、別途とりまとめ。
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○ 海洋管理のための離島施策の新たな展開【継続】

（ ）海洋政策課

予算額 ８百万円

・広大な管轄海域を設定する根拠の一部となるなど重要な役割を担う国境離

島について、海洋政策推進上の位置付けを明確化し、海洋管理のための保

全、管理、利活用に関するあり方を検討し、国土交通行政に適切に反映さ

せる。

＜内 容＞

・管轄海域の設定の根拠、海上の安全の確保、海洋資源の開発・利用の活動

拠点、周辺海域の環境保全等、海洋管理のための離島の保全、管理、利活

用のあり方について、有識者からなる検討委員会を設けて検討を行う。

○ 海洋汚染防止のための予防的な対策の充実強化【新規】

（ ）海洋政策課

予算額 ７百万円

・船舶から排出される油、有害物質等による海洋汚染 を防止し、海洋環境等

への負荷の低減、貴重な海洋環境の保護を図るため、特に保護が必要な脆

弱な海域（特別敏感海域）の設定、排出規制水域の設定、船舶の航行規制

制度の導入について、海洋汚染防止のための予防的な対策としての効果を

検証し、我が国における設定・導入を検討する。

＜内 容＞

・船舶航行調査等の実態調査等を行うとともに、学識経験者、関係省庁、海

運事業者等から構成される検討委員会を設置し、海洋汚染防止のための予

防的な対策を講じるべき海域の設定の具体化に向けた検討を行う。
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○ ふくそう海域での事故半減をめざすＩＣＴを活用した新たな安全

システムの構築【新規】 （技術安全課）

予算額 ２８百万円

・ふくそう海域における海難事故を半減させるなど船舶交通の安全性及び利

便性向上を図る。

＜内 容＞

・船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報伝達機能を活用し、海難発生状況、気

象情報、航路標識、航行制限水域、海上障害物等の船舶の航行の安全に関

する情報や、港湾等の関係情報を「何時でも、誰でも一目で分かるように

提供するシステム」の技術開発を行う。

安 全 性 ・利 便 性 の 向 上

操 船 者 が 必 要 とする情 報 （最 適 な航 路 、緊 急 災 害 情 報 、航 路 混 雑 状 況 、
港 湾 （目 的 地 ）の 状 況 等 ）へ の アクセスが 常 時 可 能

複 数 言 語 （選 択 ）表 示 により外 国 船 員 の 情 報 の 認 識 度 を向 上

Ａ ＩＳ、レーダー、海図等 の複 数 の情 報を統合 して分 かりやすく表 示

東 京湾 等 のふ くそ う海 域等 での海 難 や大 型 船と小型 船 とが絡 む 海難 などが多 発
船 舶へ の 航行 支 援情 報の 提 供 の限 界 （アナログ ）
不 慣れ な船 員に 対 する分 か り易い情 報の 提 供

現 状 ・課 題

海 域 支 援

安 全 情 報

気 象 情 報

特 定 航 法

潮 流 情 報

他 海 域

備 讃 瀬 戸

釣 島 水 道

そ の 他 海 域

G

G

R

R

G

今 治 船 舶 通 航 信 号 所

1000 Ｎ ５現 在 風 向 風 速 ｍ /s

視 程

2000m

潮 流 情 報

流 向

流 速

傾 向

Ｎ

３

↓

通 航 区 分 表 示

潮 流 情 報

イ メ ー ジ 図

仮 想 航 路 標 識 に よ る 航 路 明 示G

安 全 性 ・利 便 性 の 向 上

操 船 者 が 必 要 とする情 報 （最 適 な航 路 、緊 急 災 害 情 報 、航 路 混 雑 状 況 、
港 湾 （目 的 地 ）の 状 況 等 ）へ の アクセスが 常 時 可 能

複 数 言 語 （選 択 ）表 示 により外 国 船 員 の 情 報 の 認 識 度 を向 上

Ａ ＩＳ、レーダー、海図等 の複 数 の情 報を統合 して分 かりやすく表 示

東 京湾 等 のふ くそ う海 域等 での海 難 や大 型 船と小型 船 とが絡 む 海難 などが多 発
船 舶へ の 航行 支 援情 報の 提 供 の限 界 （アナログ ）
不 慣れ な船 員に 対 する分 か り易い情 報の 提 供

現 状 ・課 題

海 域 支 援

安 全 情 報

気 象 情 報

特 定 航 法

潮 流 情 報

他 海 域

備 讃 瀬 戸

釣 島 水 道

そ の 他 海 域

G

G
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R
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今 治 船 舶 通 航 信 号 所

1000 Ｎ ５現 在 風 向 風 速 ｍ /s

視 程

2000m

潮 流 情 報

流 向

流 速

傾 向

Ｎ

３

↓

通 航 区 分 表 示

潮 流 情 報

イ メ ー ジ 図

仮 想 航 路 標 識 に よ る 航 路 明 示G

安 全 性 ・利 便 性 の 向 上

操 船 者 が 必 要 とする情 報 （最 適 な航 路 、緊 急 災 害 情 報 、航 路 混 雑 状 況 、
港 湾 （目 的 地 ）の 状 況 等 ）へ の アクセスが 常 時 可 能

複 数 言 語 （選 択 ）表 示 により外 国 船 員 の 情 報 の 認 識 度 を向 上

Ａ ＩＳ、レーダー、海図等 の複 数 の情 報を統合 して分 かりやすく表 示Ａ ＩＳ、レーダー、海図等 の複 数 の情 報を統合 して分 かりやすく表 示

東 京湾 等 のふ くそ う海 域等 での海 難 や大 型 船と小型 船 とが絡 む 海難 などが多 発
船 舶へ の 航行 支 援情 報の 提 供 の限 界 （アナログ ）
不 慣れ な船 員に 対 する分 か り易い情 報の 提 供
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３．地球環境時代に対応したくらしづくり

、 、 、・我が国の環境政策をめぐっては 地球温暖化の危機 資源の浪費による危機

生態系の危機等地球規模の問題が深刻化しており、低炭素社会、自然共生社

会、循環型社会の３つの社会を統合的に構築することにより、持続可能な社

会を実現することが求められている。国土交通省としても、こうした課題に

取り組むべく、環境と経済・社会の統合的向上、総合性・連携性の重視、人

や企業の行動への働きかけ、面的広がり・時間的広がりの視点の重視を基本

とした施策を実施することにより、地球環境時代に対応したくらしづくりを

推進する。
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（１）温暖化対策や健全な国土に向けた取組

○ 環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）モデル事業の分析及び有効性の

検証に係る調査【新規】 （環境政策課）

予算額 ７百万円

・運輸部門の二酸化炭素排出を抑制するため、自動車よりも環境に優しい移

動手段である公共交通機関や自転車などが活用される仕組みづくりにより

「環境的に持続可能な交通（ 」のEST:Environmentally Sustainable Transport）
実現を目指す自発的な地域を支援し、ＥＳＴを全国規模で普及展開する。

＜内 容＞

・平成１６年度から１８年度にかけて選定した全国２７地域のＥＳＴモデル

事業が、平成２１年度に終了するに当たり、これまでのＥＳＴモデル事業

で実施した具体的施策とその成果について分析を行い、効果的なＥＳＴの

取組み方について情報発信していく。
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○ 自然と共生する社会資本の形成促進【新規】

（環境政策課）

予算額 ７百万円

・社会資本分野における自然共生に関する取組を強化することで、良好な自

然環境の構築による自然の恵みを将来にわたって享受できる自然共生社会を

構築する。

＜内 容＞

・ 第三次生物多様性国家戦略 （平成１９年１１月閣議決定）等が目指す自「 」

然と共生した持続可能な社会の構築に貢献するために、これまで社会資本分

野で行われてきた自然共生に関する先進的な取組の総合的な調査等を実施

し、その成果を生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）の名古屋

開催に合わせて広く国内外に向けて発信することにより、自然共生型の社会

資本形成を促進する。

自然と共生する社会資本形成の促進
～ 自然共生社会の構築に向けて ～

生物多様性条約
採択 Ｈ４
発効 Ｈ５

第三次生物多様性
国家戦略

(Ｈ19.11閣議決定)

生物多様性基本法
(議員立法、Ｈ20.5成立)

生物多様性ＣＯＰ１０
（Ｈ22.10名古屋で開催）

我が国の動き

21世紀にふさわしい社会資本
形成のあり方を総括・国内外に

発信する絶好のタイミング

世界に誇れる自然共生型
社会資本形成の促進

気候変動枠組
条約と同時期
に国連で採択

開催国として我が国
のリーダーシップ

自然の恵みを将来
にわたって享受でき
る「自然共生社会」
の構築を目指す施

策群を規定

生物多様性保全に関する
総合的な施策を実施する

国の責務を規定

○先進的な取組事例の分析、
自然と共生する社会資本形
成のあり方を検討

○社会資本の自然共生の取組
みについて国内外へ広く発信
（ＣＯＰ10に合わせたシンポジ
ウムの開催）

背 景

取組内容

自然と共生する社会資本形成の促進
～ 自然共生社会の構築に向けて ～

生物多様性条約
採択 Ｈ４
発効 Ｈ５

第三次生物多様性
国家戦略

(Ｈ19.11閣議決定)

生物多様性基本法
(議員立法、Ｈ20.5成立)

生物多様性ＣＯＰ１０
（Ｈ22.10名古屋で開催）

我が国の動き

生物多様性条約
採択 Ｈ４
発効 Ｈ５

第三次生物多様性
国家戦略

(Ｈ19.11閣議決定)

生物多様性基本法
(議員立法、Ｈ20.5成立)

生物多様性ＣＯＰ１０
（Ｈ22.10名古屋で開催）

我が国の動き

21世紀にふさわしい社会資本
形成のあり方を総括・国内外に

発信する絶好のタイミング

世界に誇れる自然共生型
社会資本形成の促進

気候変動枠組
条約と同時期
に国連で採択

開催国として我が国
のリーダーシップ

自然の恵みを将来
にわたって享受でき
る「自然共生社会」
の構築を目指す施

策群を規定

生物多様性保全に関する
総合的な施策を実施する

国の責務を規定

○先進的な取組事例の分析、
自然と共生する社会資本形
成のあり方を検討

○社会資本の自然共生の取組
みについて国内外へ広く発信
（ＣＯＰ10に合わせたシンポジ
ウムの開催）

背 景

取組内容
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（２）環境を優先した選択の支援・促進

○ 温室効果ガス削減に関する新たな環境事業モデルの調査検討【新規】

（ ）環境政策課

予算額 ２２百万円

・地域や国民の取組を支援する観点から、民間事業者等の連携による温室効

果ガス削減努力を掘り起こし、人や企業の行動原理の変革に働きかける取組

を広めることを通じて 「低炭素社会づくり行動計画 （平成２０年７月閣議、 」

決定）が目指す先進技術の普及や国全体を低炭素化へ動かす仕組み等につな

げ、地球温暖化対策を着実に推進する。

＜内 容＞

・温室効果ガス削減に効果の高い経済活動上の先進的提案（事業モデル）を

募集し、有識者委員会による検証・分析を通じて選定された提案の更なる検

討に対して支援を行うとともに、フォローアップを実施する。

・その結果、温室効果ガスの削減効果、人や企業の行動原理に働きかける効

果に優れるなど 「国土交通省環境行動計画２００８」実現への寄与度が高、

く、先進的な成果が見込まれる提案については、各部局等横断的な連携によ

、 。る支援や環境事業モデルとしての推奨により 事業化及び普及促進等を図る

ＮＰＯ等
有識者（外部有識者（外部

専門家）委員会専門家）委員会

＜提案事業モデル例＞
○民間事業者等の連携による資材や廃棄物等の輸送から発生するＣＯ２を削減するモデル
○エコポイント等を活用した自転車・公共交通機関利用を促進する低炭素型交通モデル

温室効果ガス削減効果の検証等
環境事業モデルの普及促進・推奨

推奨制度
の創設

人や企業の行
動原理の変革

民間事業者等の連携による先進的な温室効果ガス削減努力を掘り起こし、人や企業
の行動原理の変革につながる取組を広める

低炭素ブランド化の支援

建設事業者 運輸事業者

関係民間事業者

不動産事業者 下水道事業者

温室効果ガス削減に関する新たな環境事業モデルの創出
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○ 建設機械施工における環境保全対策の推進【新規】

（建設施工企画課）

予算額 １９百万円

・地球温暖化対策として建設機械から排出される温室効果ガスの大幅な削減

を目指し、燃費に優れた建設機械（ハイブリッド型建設機械等）の普及促進

を図る。

・ 、 等の人体に有害な排出ガスについて、建設機械における更なる低NOx PM
。減を目的とした次期基準値による排出ガス規制が 年に開始予定である2014

この基準値を達成していくために不可欠となる新たな技術要素（ディーゼル

微粒子除去装置等）について、技術基準を整備する。

＜内 容＞

・地球温暖化対策の推進のため、世界に先駆けて建設機械の燃費目標値を設

定し、あわせて、目標を達成した機械を「低燃費型建設機械」として積極的

に活用する制度を創設する。更にハイブリッド型建設機械の普及を目的とし

て、フィールド試験による 削減効果の検証や、適切な評価手法の検討CO2
を行う。

・次期排出ガス規制を円滑に実施するため、ハイブリッド型建設機械等の新

たな技術についてフィールド試験を実施し、特性や効果の検証を行い、排出

ガス対策に係る技術基準の検討を行う。
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○ 建設分野における循環型社会の形成推進【新規】

（ ）事業総括調整官・建設業課

予算額 ２８百万円

・建設リサイクルの更なる推進を図るため、建設廃棄物の再資源化率の数値

目標等を掲げた「建設リサイクル推進計画２００８」に基づく、課題検討や

仕組みづくりを実施するとともに、建設リサイクル法の施行状況の評価・検

。討を踏まえた同法基本方針の改定に係る検討を実施するものである

＜内 容＞

・建設副産物の再資源化・適正処理・製品化までの各段階での情報の追跡・

提供等の方策の検討及び地域内での循環型処理を実現するための建設副産物

の需給状況に関する情報収集・情報発信の仕組みについての検討を実施す

る。また、 など環境負荷の少ないリサイクルの実現に向けて、リサイCO2
クルによる環境負荷低減効果の簡便な算定手法の開発を行う。

・建設リサイクル法の施行状況の評価・検討を踏まえて、建設リサイクル法

、 。基本方針において改定すべき内容について 外部委員会を開催し検討を行う

９０８７８５８０．１建設発生土（有効利用率）

９４以上９４９３９２．２建設廃棄物全体（再資源化・縮減率）

H27目標H24目標H22目標H17実績主要な目標値（％）

H 2 5 H 2 6 H 2 8以 降

点 検 点 検 点 検 点 検

建 設 副 産 物 実 態 調 査

公 表 公 表 公 表 公 表

H 2 7H 2 4H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3

建 設 リ サ イ ク ル 推 進 計 画 ２ ０ ０ ８

計 画 の 見 直 し

実 施 実 施 実 施

新 た な 推 進 計 画

中 間 目 標 目 標 値

目 標 値 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 目 標 値 の 見 直 し

実 施

目 標 値

建設リサイクル推進計画２００８の概要

１．数値目標の設定

２．具体的施策の提示

３．フォローアップ実施

◆建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物、建設
発生土）に注力

◆規制的手法に加え、民間の創造的取り組みを推進
◆他の環境分野との統合的展開を意識
◆発生抑制についてより具体的な取組を開始

施策のポイント
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（３）地球環境時代の技術開発・国際貢献

○ 重点的な建設援助の推進【拡充】

（ ）～アフリカ広域道路網の整備推進～ 国際建設推進室

予算額 １０４百万円

・我が国は、２００８年５月のアフリカ開発会議において、対アフリカ向け

ＯＤＡの今後 年間での倍増や広域道路網整備の支援強化を表明した。アフ5
リカ地域の経済成長の加速化に向け、我が国官民が持つ資金・技術・ノウハ

ウを活用し、アフリカ広域道路網整備の促進を図る。

＜内 容＞

・アジアハイウェイ等の国際インフラ整備支援の実績や我が国の高速道路整

備・管理に係る専門的知見・ノウハウを活用し、アフリカ広域道路網整備の

実施手法・体制を検討する。

・さらに、アフリカ諸国やドナー等との「アフリカ道路ドナー会合」の開催

による協力体制の構築を行う。また、日本において、我が国の民間活力の活

用推進のための「アフリカ広域道路網セミナー」を開催する。

１．特に交通インフラを整備することが民間投資を呼び込むには非常に重要。

２．向こう５年のあいだ、交通インフラ分野を中心に40億ドル（約4000億円）の円借款をアフリカに供与。

３．アフリカに対する政府のODAと民間投資を１２年までの５年間でそれぞれ倍増。

アフリカ広域道路網への支援表明（「TICAD Ⅳ（アフリカ開発会議）」（2008年5月横浜））

２．「アフリカ道路２．「アフリカ道路ドナードナー会合」の開催会合」の開催((アフリカにてアフリカにて))

３．「アフリカ広域道路網セミナー」の開催３．「アフリカ広域道路網セミナー」の開催((日本にて日本にて))

・国、高速道路会社、コンサル、ゼネコン、商社等に対し、ドナー
会合、政策対話の結果等を情報提供

・民間等の案件形成における技術的なアドバイス

ODA・民間提案型ODA PPP

・莫大な延長に対
する自己資金の
不足

・多様なドナー間
の調整不足

１．広域１．広域道路網道路網整備の実施手法、体制等の検討整備の実施手法、体制等の検討

・世界銀行、アフリカ開発銀行などのドナーや、 AU
(アフリカ連合)、アフリカ諸国との会合により、協力
体制を構築

資金の確保

・国境地域、山岳部におけるミッシングリンクの存在
・構造基準・規格が不統一
・維持管理・運営を行う主体、資金、技術の欠如

アフリカ広域道路網整備における課題

国際インフラ整備の問題

アフリカ広域道路網整備推進事業

：舗装済

：未舗装・未改良

※国土交通省調べ

＜幹線道路状況凡例＞

：未舗装・改良済

交通インフラ整備の促進 資源開発関連企業等の進出

顔の見える国際協力の推進

官民投資の増加

・「アジアハイウェイ」等のノウハウを活かし、国際インフラ
整備にかかる実施手法、体制等の検討（PPP、アフリカ版
道路公団等）

ﾄﾗﾝｽｱﾌﾘｶﾊｲｳｪｲの整備状況

１．特に交通インフラを整備することが民間投資を呼び込むには非常に重要。

２．向こう５年のあいだ、交通インフラ分野を中心に40億ドル（約4000億円）の円借款をアフリカに供与。

３．アフリカに対する政府のODAと民間投資を１２年までの５年間でそれぞれ倍増。

アフリカ広域道路網への支援表明（「TICAD Ⅳ（アフリカ開発会議）」（2008年5月横浜））

２．「アフリカ道路２．「アフリカ道路ドナードナー会合」の開催会合」の開催((アフリカにてアフリカにて))

３．「アフリカ広域道路網セミナー」の開催３．「アフリカ広域道路網セミナー」の開催((日本にて日本にて))

・国、高速道路会社、コンサル、ゼネコン、商社等に対し、ドナー
会合、政策対話の結果等を情報提供

・民間等の案件形成における技術的なアドバイス

ODA・民間提案型ODA PPP

・莫大な延長に対
する自己資金の
不足

・多様なドナー間
の調整不足

１．広域１．広域道路網道路網整備の実施手法、体制等の検討整備の実施手法、体制等の検討

・世界銀行、アフリカ開発銀行などのドナーや、 AU
(アフリカ連合)、アフリカ諸国との会合により、協力
体制を構築

資金の確保

・国境地域、山岳部におけるミッシングリンクの存在
・構造基準・規格が不統一
・維持管理・運営を行う主体、資金、技術の欠如

アフリカ広域道路網整備における課題

国際インフラ整備の問題

アフリカ広域道路網整備推進事業

：舗装済

：未舗装・未改良

※国土交通省調べ

＜幹線道路状況凡例＞

：未舗装・改良済

：舗装済

：未舗装・未改良

※国土交通省調べ

＜幹線道路状況凡例＞

：未舗装・改良済

交通インフラ整備の促進 資源開発関連企業等の進出

顔の見える国際協力の推進

官民投資の増加

・「アジアハイウェイ」等のノウハウを活かし、国際インフラ
整備にかかる実施手法、体制等の検討（PPP、アフリカ版
道路公団等）

ﾄﾗﾝｽｱﾌﾘｶﾊｲｳｪｲの整備状況
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○ 気候変動・グローバルマッピングパートナーシップ事業【拡充】

（国際建設推進室）

予算額 １９百万円

2008・気候変動により 海面上昇 洪水被害等の被害が頻発・激甚化している、 、 。

年 月の 北海道洞爺湖サミットの共同宣言を受け、気候変動の悪影響に7 G8
特に脆弱である途上国への支援を強化するため、我が国の優れた建設環境技

術の技術移転及び利活用、並びに地球地図のグローバルスタンダード化

を推進する。これにより、基本方針 に示されたとおり、地球規模の2008
課題に対しリーダーシップを発揮する。

＜内 容＞

・我が国の技術を活用し、気候変動に伴い深刻な被害が想定されるモデル国

の対策案を作成し、ワークショップにおいて同様の課題を持つ途上国に紹介

する。

・また、地球環境の現況や変化を統一様式で表す地球地図について、全球陸

域データが概成することを踏まえ、国際機関の気候変動の緩和・適応策に関

する議論や政策決定過程における利用を促進するとともに、インターネット

上で誰もが簡単に利用できるツールを試作する。

途上国の気候変動対策等を強力に支援

気候変動・グローバルマッピングパートナーシップ事業気候変動・グローバルマッピングパートナーシップ事業

海面上昇、洪水被害等の気候変動の悪影響に脆弱な途上国は、深刻な被害を受けており、資金面のほか、
技術や能力開発について早急な支援が必要である。そこで、我が国の優れた建設環境技術を移転するととも
に、地球地図のグローバルスタンダード化を推進し、気候変動問題等の対策を強力に支援する。

２．２．《《気候変動気候変動WSWS開催開催》》
多国間の実務者レベルを対象に、

関係諸国の気候変動対策の立案能力の向上

○気候変動対策における具体的な行動について検討

○特に被害が深刻なモデル国の対策案の紹介

○上記に関する意見交換

１．１．《《気候変動対策の技術移転気候変動対策の技術移転》》
気候変動による被害が特に深刻なモデル国を選定し、

○現地調査により、支援ニーズの把握

○気候変動対策に基づく案件形成

○想定被害に対する気候変動対策の提案

モデル国における気候変動分野の技術移転の推進

【気候変動対策における建設環境技術の普及促進】（新規）

・国際機関（COP等）との連携を強化し、地球環境問題等の検討における基礎資料としての利用を推進

・インターネット上で誰もが簡単に利用できるツールを試作

【地球地図のグローバルスタンダード化の推進】（拡充）
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○ 交通分野における地球環境・エネルギー対策に関する国際連携の強化

【新規】 （国際企画室）

予算額 ５０百万円

・ 地球規模の課題となっている気候変動問題に対処するため、平成２１年

１月に我が国が主催する「交通分野における地球環境・エネルギーに関す

る大臣会合」の成果を踏まえ、各国等との国際連携を強化しつつ、途上国

の取組促進に向けた支援をはじめ、交通分野における温室効果ガスの排出

削減及び大気汚染の改善に係る取組を推進する。

＜内 容＞

・大臣会合における合意事項の着実な実施を図るため、参加国・機関間の対

話継続等を通じて、各国の優良事例（ベストプラクティス）の共有、統計

データの整備、新興国・途上国への技術支援等の具体的な取組を推進する

とともに、関係国際機関への提言等を行う。
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○ アジア諸国における交通グリーン化推進事業【継続】

（ ）国際業務室

予算額 ３８百万円

・平成２１年１月に我が国において主催する「交通分野における地球環境・

エネルギーに関する大臣会合」の成果を踏まえ、アジア諸国における交通

分野からの二酸化炭素排出量の増加、大気汚染の深刻化に対応するため、

陸・海・空の各交通分野における能力向上支援（キャパシティビルディン

グ）を推進する。

＜内 容＞

・自動車の基準・認証制度導入に関する人材育成を行うとともに、都市にお

ける公共交通の導入支援、港湾荷役機械の省エネルギー化、船舶着岸時の

陸電供給、航空路・空域管理の効率化等について技術的な支援を行う。

海上海上交通分野交通分野

・港湾における環境対策技術の

導入

・アジア諸国のＩＭＯ加盟国監査

制度の導入

アジア諸国に対するキャパシティビルディングの実施アジア諸国に対するキャパシティビルディングの実施

・環境にやさしい公共交通シス

テムの導入

・自動車基準・認証制度の導入

陸上交通分野陸上交通分野

陸上交通・海上交通・航空の各分野において、環境対策のためにアジア諸国に対して行う能力向上支援

（キャパシティビルディング）の内容を検討するとともに、その成果を踏まえたセミナー等を実施する。

・航空路・空域管理の効率化等

による運航効率改善策の導入

航空航空分野分野

大臣会合の成果を踏まえ、国際連携を強化しつつ、交通分野における温室効果ガスの削減及び、大気

汚染の改善に係る国際的な取組を強化。

特に、今後モータリゼーションの急速な発展が見込まれるアジア諸国アジア諸国における環境対策の強化を図るた

め、優良事例（ベストプラクティス）の共有優良事例（ベストプラクティス）の共有、能力向上支援（キャパシティビルディング）の実施能力向上支援（キャパシティビルディング）の実施、新技術・新技術・

方策の普及等方策の普及等を推進。

アジア諸国における交通グリーン化推進事業アジア諸国における交通グリーン化推進事業

交通分野における地球環境・エネルギーに関する大臣会合の開催交通分野における地球環境・エネルギーに関する大臣会合の開催

海上海上交通分野交通分野

・港湾における環境対策技術の

導入

・アジア諸国のＩＭＯ加盟国監査

制度の導入

アジア諸国に対するキャパシティビルディングの実施アジア諸国に対するキャパシティビルディングの実施

・環境にやさしい公共交通シス

テムの導入

・自動車基準・認証制度の導入

陸上交通分野陸上交通分野

陸上交通・海上交通・航空の各分野において、環境対策のためにアジア諸国に対して行う能力向上支援

（キャパシティビルディング）の内容を検討するとともに、その成果を踏まえたセミナー等を実施する。

・航空路・空域管理の効率化等

による運航効率改善策の導入

航空航空分野分野

大臣会合の成果を踏まえ、国際連携を強化しつつ、交通分野における温室効果ガスの削減及び、大気

汚染の改善に係る国際的な取組を強化。

特に、今後モータリゼーションの急速な発展が見込まれるアジア諸国アジア諸国における環境対策の強化を図るた

め、優良事例（ベストプラクティス）の共有優良事例（ベストプラクティス）の共有、能力向上支援（キャパシティビルディング）の実施能力向上支援（キャパシティビルディング）の実施、新技術・新技術・

方策の普及等方策の普及等を推進。

大臣会合の成果を踏まえ、国際連携を強化しつつ、交通分野における温室効果ガスの削減及び、大気

汚染の改善に係る国際的な取組を強化。

特に、今後モータリゼーションの急速な発展が見込まれるアジア諸国アジア諸国における環境対策の強化を図るた

め、優良事例（ベストプラクティス）の共有優良事例（ベストプラクティス）の共有、能力向上支援（キャパシティビルディング）の実施能力向上支援（キャパシティビルディング）の実施、新技術・新技術・

方策の普及等方策の普及等を推進。

アジア諸国における交通グリーン化推進事業アジア諸国における交通グリーン化推進事業

交通分野における地球環境・エネルギーに関する大臣会合の開催交通分野における地球環境・エネルギーに関する大臣会合の開催
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◇ 建設機械整備事業
※ ）特別会計計上予算（道路・治水

○ 建設機械施工の高度化推進 （建設施工企画課）

予算額（国費）治山治水事業費 ７９７，９２１百万円の内数

道路整備費 １，７４６，６３６百万円の内数

・社会資本の維持管理における作業効率の向上とともに、災害時の迅速な

、 、 。対応 品質の確保などを考慮しつつ 建設機械施工の高度化を推進する

＜内 容＞

・国が管理する河川及び道路における維持管理業務、災害対応等のための

建設機械を整備する。災害対応においては、広域的な防災体制の構築に

必要な災害対策用機械の導入を推進する。

・冬期道路交通の確保を図るため 「雪寒法」に基づく除雪機械の整備（地、

方公共団体への補助を含む ）を推進する。。

・建設事業における施工の効率化、省力化、安全性向上等を図るため、建

設機械と施工の改善に関する調査、技術開発を推進する。

災害時の排水状況 冬期の除雪状況

災 害 対 策 用 機 械 除 雪 用 機 械
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（この冊子は、再生紙を使用しています ）。




